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キャンプ桑江南側地区
平成２４年度

まちづくり説明会

平成２４年１０月２５日～１１月５日

北 谷 町
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次 第

１．開会の挨拶１．開会の挨拶

２．説 明２．説 明

３．意見交換３．意見交換

４．閉会４．閉会

・北谷町企画財政課長 玉那覇・北谷町企画財政課長 玉那覇

（１）外国大学誘致について
（２）跡地利用特措法について
（３）不動産にかかわる税について

（１）外国大学誘致について
（２）跡地利用特措法について
（３）不動産にかかわる税について
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北谷町役場

地区の位置

キャンプ桑江南側地区
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北谷町役場

地区の位置

キャンプ桑江南側地区

アワセ
ゴルフ場
跡地

ハンビー地区

アメリカン
ビレッジ

フィッシャリーナ

キャンプ
桑江南側地区
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外国大学誘致について
背景
1．特色あるまちづくり
・今後、嘉手納以南の大規模な駐留軍用地の返還に伴い、他の基地跡地との競合が予想
される。
・これからの跡地利用は、他の基地跡地との差別化を図り、特色ある魅力的なまちづくりを
行っていく必要がある。

1．特色あるまちづくり
・今後、嘉手納以南の大規模な駐留軍用地の返還に伴い、他の基地跡地との競合が予想
される。
・これからの跡地利用は、他の基地跡地との差別化を図り、特色ある魅力的なまちづくりを
行っていく必要がある。

2．グローバル社会に対応できる人材の育成
・グローバル化が加速する中、国際社会に対応できる人材を育成・確保していくことは、北
谷町や沖縄県が発展するための重要な要素。

2．グローバル社会に対応できる人材の育成
・グローバル化が加速する中、国際社会に対応できる人材を育成・確保していくことは、北
谷町や沖縄県が発展するための重要な要素。

3．北谷町のまちづくり
・国際社会で活躍できる人材を育成するために、学校教育や社会教育における情報化教
育、国際理解教育、外国語教育を重点的に展開する。
・駐留軍用地「キャンプ桑江南側地区」の跡地利用は、美浜アメリカンビレッジ等の西海岸
商業地域と連携・補完関係を創造することで、両地域が相乗効果を発揮する魅力ある国際
交流拠点の構築を目指す。

3．北谷町のまちづくり
・国際社会で活躍できる人材を育成するために、学校教育や社会教育における情報化教
育、国際理解教育、外国語教育を重点的に展開する。
・駐留軍用地「キャンプ桑江南側地区」の跡地利用は、美浜アメリカンビレッジ等の西海岸
商業地域と連携・補完関係を創造することで、両地域が相乗効果を発揮する魅力ある国際
交流拠点の構築を目指す。
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外国大学誘致について

外国大学の誘致

≪目指す外国大学の概要≫

・ 英語を通して視野の広い国際教養力を身につける
・ 学生・教職員の大半を外国人とし、英語のみで授業を行う
・ 欧米式の経営、教育方式により、学生・卒業生の質を確保する
・ 世界各国との大学間交流を図る（単位互換・編入）

・広く一般に開かれ、地域に貢献する
・入学を支援するブリッジプログラム*1を充実させる

背景

1.特色あるまちづくり 2.グローバル社会に対応できる人材の育成 3. 北谷町のまちづくり

*1 ：ブリッジプログラム：英語を母国語としない人を対象とした学部生になる前の準備プログラム
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外国大学
《北谷バージョン》

世 界 へ 飛 躍

ブリッジ機能
－世界へ羽ばたくジャンプ台－

外国大学誘致について

高校以前からの学力向上

■グローバルで世界水準
の知の拠点を目指す。

■沖縄にいながら、海外留
学と同じ環境で学ぶ

■ブリッジプログラムの充実
■英語教育施設との連携

■グローバルスタンダード
の知的水準を具備した世界
に通用する人材の輩出。

外
国
大
学
イ
メ
ー
ジ
図
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外国大学誘致について
≪平成24年９月のニュース≫

Ｈ24.9.19
沖縄タイムス

外国大学誘致について
≪平成24年９月のニュース≫
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外国大学誘致について

❏平成24年12月1日（土）午後

「グローバル人材育成を考えるフォーラム」
（ちゃたんニライセンター）

❏平成24年10月～平成25年3月

外国大学誘致の可能性を検討

❏平成24年12月1日（土）午後

「グローバル人材育成を考えるフォーラム」
（ちゃたんニライセンター）

❏平成24年10月～平成25年3月

外国大学誘致の可能性を検討

今後の予定



10

跡地利用特措法

≪法改正について≫

Ｈ24.4
改正

跡地利用に関する事項は、跡地利用特措法
に集約され、法律名も変わりました。

「沖縄振興特別措置法」
（沖振法）

「沖縄県における駐留軍
用地の返還に伴う特別措
置に関する法律」

（軍転法・返還特措法）

「沖縄県における駐留軍用地
跡地の有効かつ適切な利用の
促進に関する特別措置法」

（跡地利用特措法）

「沖縄振興特別措置法」
（沖振法）
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1．法律の題名
２．基本理念の明記

３．返還実施計画に基づく支障除去措置

４．拠点返還地の指定

５．駐留軍用地への立入りのあっせんに係る

国の義務

６．駐留軍用地内の土地の先行取得制度の創設

７．給付金の支給

８．駐留軍用地跡地利用推進協議会

跡地利用特措法
改正後のポイント
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跡地利用特措法

・国は返還が合意された駐留軍用地の区域の
全部について、返還実施計画を定め、当該計
画に基づき所有者等に土地を引き渡す前に、
駐留軍の行為に起因するものに限らず、土壌
汚染・不発弾の除去等の支障除去処置を講
ずる。

返還実施計画に基づく支障除去措置

「支障除去措置」とは、返還後に国が調査して、土地を利用する上で
支障となるものについて、土地所有者へ引き渡す前に除去すること。
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跡地利用特措法

・返還前に内閣総理大臣が特定駐留軍用地を

指定

・ 特定駐留軍用地に指定され、県や町が道路等の

事業実施の見通しを立てていることを条件に、県
や町が公共用地として土地を取得することができ
る制度

※この制度に基づき土地が買い取られる場合の譲渡所得については、
5000万円の特別控除の対象となります。

※県や町が道路等の事業実施の見通しを立てた特定駐留軍用地内の
土地（200㎡以上）を譲渡する場合は、町へ届出が必要となります。

駐留軍用地内の土地の先行取得制度の創設

Ｈ24.5.25キャンプ桑江は特定駐留軍用地の指定を受けました。
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跡地利用特措法

・給付金支給の始期を、従来の「返還日の翌日か
ら３年間」を「引渡日の翌日から３年間」に変更。

・ 給付金支給終了後の特定跡地給付金・大規模跡
地給付金については区分を廃止し、「特定給付
金」に一本化。

・ 特定給付金（引渡日から３年を経過した日の前日
までに土地区画整理事業に係る事業許可等が
なされた場合に支給）の支給期間の限度は、土
地の使用又は収益が可能となると見込まれる時
期を勘案して政令で定めることを規定。

給付金の支給
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給付金 特定給付金

給付金

補償金
賃貸借契約
（賃借料）

賃貸借契約
（賃借料）

補償金
大規模特定跡地給付金

特定跡地給付金

【改正前】

返還日 引渡日 基準日

支障除去措置 ３年

特定給付金の支給の限度となる期間は、土地の使用又は収益が可
能となると見込まれる時期を勘案して政令で定める期間

支給額：賃借料相当額
（年間1千万円を限度）

支給額：賃借料相当額
（年間1千万円を限度）

支給額：賃借料相当額
（支給上限額なし）

米軍へ
施設提供中

３年
原状回復に要する期間を勘案して政令で定める期間

市街地の計画的な開発整備等
の見通しを勘案して政令で定め
る期間

跡地利用を推進す
るためには、返還前
からの関係者の合
意形成に向けた取
組が重要

基準日の前日までに土地区画整理事業に係る事業許可等がなされた場合

跡地利用特措法
給付金の支給
【改正後】
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不動産にかかわる税について（概要）

不動産にかかわる課税の３ケース

1.取得時の課税
①購入

「不動産取得税」「登録免許税」「印紙税」

②相続・贈与

「相続税」「贈与税」「登録免許税」

2. 保有時の課税
「固定資産税」

3. 譲渡時の課税
「譲渡所得税」「住民税」「法人税等」「印紙税」
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不動産にかかわる税について（概要）

保有時の課税（固定資産税）

「固定資産税」
・毎年1月1日時点に不動産を保有している者が払う市町村税
・課税標準額×1.4％
・3年毎に評価替えが行われる（平成24年度に評価替え）

◆課税対象となる固定資産とは

・土地 ・家屋 ・償却資産

ここでは、軍用地（土地）の返還前後の固定資産税について説明します。
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不動産にかかわる税について（概要）

保有時の課税（固定資産税）

【軍用地】 （標準地比準方式）

・軍用地料に重きを置いた鑑定評価を基に評価額を算出

※課税にあたっては、評価額に負担調整措置や特例措置を適用して課税標準額を算出した上で、
税率1.4%をかけ、課税額を算出します。

返
還
前

返
還
後

【返還～使用収益開始まで】 （標準地比準方式）
・補償金または給付金に重きを置いた鑑定評価を基に評
価額を算出

【使用収益開始以降】 （路線価方式）
・鑑定評価に基づいて決定される路線価を用いて評価額
を算出

≪評価が変わる≫
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不動産にかかわる税について（概要）
使用収益開始前後の固定資産税
～桑江伊平地区（キャンプ桑江北側）の事例～

使用収益開始後に設定された

固定資産税路線価
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不動産にかかわる税について（概要）

使用収益開始前後の固定資産税
～桑江伊平地区（キャンプ桑江北側）の事例～

【国道58号沿い】
・平成23年度（使用収益開始前）：課税額約11万円（約330坪）

・平成24年度（使用収益開始後）：課税額約44万円（約230坪）

【6m区画道路沿い】
・平成23年度（使用収益開始前）：課税額約 4万円（123坪）

・平成24年度（使用収益開始後）：課税額約11万円（ 86坪）

※上記は平成24年度の評価時点で住宅等の建築がないケースです。

（評価額単価16,100円／㎡）

（評価額単価68,510円／㎡）

（評価額単価46,900円／㎡）

（評価額単価16,100円／㎡）



21

≪ メ モ ≫
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≪ メ モ ≫


